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指定文化財・史跡指定地所有者変更の届出  

指定文化財・史跡指定地を所有しているかたは変更の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせくだ

さい。 

手続きの場所 文化財課 ５階 

問い合わせ 文化財課 ☏33-1717 

 

 

各種相談  

 

〇相続等の相談       地域安全課市民相談係 ☏33-1383 

〇空き家の相談       都市政策課都市調整係 ☏33-1307 

〇生活保護の相談      生活援護課生活援護係 ☏33-1463 

 

 

市役所以外のお手続き  ※参考掲載です。詳しくは関係機関にお問い合わせください。 

 

□特別永住者証明書・在留カードの返還 

出入国在留管理庁・外国人在留総合インフォメーションセンター ☏0570-013904 

 

□運転免許証の返還 

小田原警察署 ☏32-0110 

 

□農業者年金 

かながわ西湘農業協同組合 最寄りの各支店 

 

□ガス（都市ガス） 

小田原ガス ☏34-6101 

 

□ＮＨＫ受信料 

☏0120-151515 

 

□電話、携帯電話（各電話会社） 

 

〇小田原市社会福祉協議会では、市内の交通遺児世帯に対し支援を行っています。 

詳しくはお問い合わせください。 

 社会福祉法人小田原社会福祉協議会 ☏35-4000 


